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第 2章　窃 盗 罪    10

Ⅰ　窃 盗 罪……10

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1他人の　　2財　物　　3窃　取　　4不法領得の意思
〈重要判例〉
1死者の占有：最高裁判所昭和41年 4 月 8 日判決／東京高等裁判所
平成25年 6 月 6 日判決
2意思に反する占有移転：東京高等裁判所平成18年10月10日判決
〈判断基準と考え方〉
1概　観　　2占　有　　3占有の主体　　4有体性と財産性　　	
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〈概　要〉
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〈定義と具体的適用例〉
1他人の　　2不動産　　3侵　奪　　4侵奪の開始時期（実行の着
手時期）　　5既遂時期

〈判断基準と考え方〉
1概　要　　2客体「他人の不動産」　　3行為「侵奪」　　4主観
的要件　　5罪数、他罪との関係
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Ⅰ　 強盗罪……29

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1他人の財物　　2財産上の利益　　3暴行・脅迫　　	4強　取　　
5不法領得の意思
〈重要判例〉
 東京高等裁判所平成21年11月 6 日判決
〈判断基準と考え方〉
1総　説　　2 1項強盗罪　　3ひったくり　　4暴行・脅迫と財
物奪取意思　　5 2項強盗罪

Ⅱ　事後強盗罪……38

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1窃　盗　　2 3つの目的　　3暴行・脅迫　　
4窃盗の機会（の継続中）

〈重要判例〉
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1総　説　　2主　体　　3暴行・脅迫と窃盗の機会　　
4未遂処罰　　5暴行・脅迫だけに関与した者　　6予備の処罰
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〈定義と具体的適用例〉
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1財　物　　2昏　酔　　3盗　取
〈判断基準と考え方〉
1総　説　　2昏　酔
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Ⅰ　強盗致死傷罪……47

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1強　盗　　2人を負傷させ、又は死亡させた　　3致死傷結果の
原因行為　　4主観的要件
〈重要判例〉
1強盗の機会：最高裁判所昭和24年 5 月28日判決	 	
2強盗殺人罪の未遂：大審院昭和 4年 5月16日判決
〈判断基準と考え方〉
1本条の趣旨　　2主　体　　3客　体	 4行為・結果　　	
5致死傷結果の原因行為　　6脅迫による致傷・致死　　7未遂・既遂

Ⅱ　強盗・強制性交等罪、強盗・強制性交等致死罪……57

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者　　2強制性交等の罪若
しくはその未遂罪を犯した者　　3同一の機会
〈判断基準と考え方〉
1本条の趣旨　　2強盗・強制性交等罪（ 1項）　　3 2項の趣旨		
4強盗・強制性交等致死罪（ 3項）　　5人を負傷させた場合　　
6241条 3 項の未遂

第 5章　詐欺罪・恐喝罪    61

Ⅰ　詐 欺 罪……61

〈概　要〉　
1欺く行為（欺罔行為）：〈定義と具体的適用例〉〈判断基準と考え方〉	
2財物・財産的損害（246条 1 項）：〈定義と具体的適用例〉	

目　　次　　v



3財産上不法の利益（246条 2 項）：〈定義と具体的適用例〉〈判断基準
と考え方〉
4交付行為・処分行為：〈定義と具体的適用例〉〈判断基準と考え方〉
〈重要判例：最高裁判所昭和30年 4 月 8 日判決〉
5実行の着手：〈定義と具体的適用例〉〈重要判例：最高裁判所平成
30年 3 月22日判決〉　
6特殊事例：〈定義と具体的適用例〉〈判断基準と考え方〉

Ⅱ　準詐欺罪……79

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1未成年者の知慮浅薄　　2人の心神耗弱　　3乗じて

Ⅲ　電子計算機使用詐欺罪……80

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1電磁的記録　　2財産権の得喪若しくは変更に係る電磁的記録
3虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて不実の電磁的記録を作り　　
4虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して
〈判断基準と考え方〉

Ⅳ　恐 喝 罪……82

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1恐喝行為　　2財産上不法の利益　
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Ⅰ　横 領 罪……85

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1自己の占有する他人の物　　2横　領　　3不法領得の意思
〈重要判例〉
1不動産の二重売買と横領：福岡高等裁判所昭和47年11月22日判決
2横領後の横領：最高裁判所平成15年 4 月23日判決
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〈判断基準と考え方〉
1本条の趣旨　　2主　体　　3物　　4占　有　　
5委託（信任）関係　　6他人の物　　7横領の意義　　
8不法領得の意思　　9既遂・未遂　　⓾共　犯
�横領後の横領

Ⅱ　業務上横領罪……99

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
業務上自己の占有する他人の物　
〈判断基準と考え方〉
1本条の趣旨　　2主　体　　3共犯と身分

Ⅲ　遺失物等横領罪……101

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
占有を離れた他人の物
〈判断基準と考え方〉
本条の趣旨

第 7章　背 任 罪    103

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1他人のためにその事務を処理する者　　2任務違背　　
3財産上の損害　　4故　意　　5図利加害目的　
〈重要判例〉
背任罪における「事務処理者」の意義：最高裁判所昭和31年12月 7 日
判決
〈判断基準と考え方〉
1本条の趣旨　　2背任罪の本質　　3主　体　　4他人の事務　　
5任務違背行為　　6財産上の損害　　7図利加害目的　　
8横領罪と背任罪の区別　　9共　犯　
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第 8章　盗品等に関する罪    113

Ⅰ　盗品譲受け等の罪……113

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物　
2本罪の行為　　3故　意
〈重要判例〉
最高裁判所昭和27年 7 月10日決定／最高裁判所昭和50年 6 月12日決
定／最高裁判所平成14年 7 月 1 日決定
〈判断基準と考え方〉
1盗品関与罪の罪質　　2主体について

Ⅱ　親族間の犯罪に関する特例……121

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1親族関係　　2親族でない共犯
〈重要判例〉
　最高裁判所昭和38年11月 8 日決定

第 9章　毀 棄 罪    123

Ⅰ　公用文書等毀棄罪……123

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1公務所の用に供する文書又は電磁的記録　　2毀　棄
〈重要判例〉
最高裁判所昭和57年 6 月24日判決
〈判断基準と考え方〉

Ⅱ　私用文書等毀棄罪……127

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
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1権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録　　2毀　棄
〈判断基準と考え方〉

Ⅲ　建造物等損壊及び同致死傷罪……128

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1他人の建造物又は艦船　　2損　壊　　3よって人を死傷させる　　
4傷害の罪との比較
〈重要判例〉
最高裁判所平成19年 3 月20日決定
〈判断基準と考え方〉

Ⅳ　器物損壊罪……132

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1前 3条に規定する以外の他人の物　　2損壊又は傷害
〈重要判例〉　
大阪高等裁判所平成13年 3 月14日判決
〈判断基準と考え方〉

Ⅴ　境界損壊罪……136

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1境界標　　2損壊、移動、除去、その他の方法　　3認識するこ
とができないようにすること
〈判断基準と考え方〉

Ⅵ　信書隠匿罪……138

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1他人の信書　　2隠　匿
〈判断基準と考え方〉
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第10章　権利行使と財産犯    140

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1社会通念上一般に認容すべき程度　　2権利濫用　　
3「権利行使として認容される範囲を超える」の判断基準　　
4財産犯の成立する金額　
〈判断基準と考え方〉
1判断の体系的地位　　2「社会通念上一般に認容される程度」の基
準
〈重要判例〉
最高裁判所昭和30年10月14日判決

第11章　不法原因給付と財産犯    149

〈概　要〉　
〈具体的適用例〉
1詐欺罪　　2 2項強盗殺人罪　　3横領罪
〈重要判例〉
1不法原因給付と詐欺罪：最高裁判所昭和25年 7 月 4 日判決
2不法原因給付と横領罪：最高裁判所昭和23年 6 月 5 日判決

第12章　不法領得の意思    154

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1不法領得の意思の機能　　2学説・判例　　3詐欺罪における不
法領得の意思　　4横領罪における不法領得の意思　　
5盗品関与罪における不法領得の意思
〈重要判例〉
最高裁判所平成16年11月30日決定
〈判断基準と考え方〉
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第13章　財産犯の保護法益    162

〈概　要〉
〈定義と具体的適用例〉
1自己の財物　　2他人の占有　　3公務所の命令により他人が看
守するもの　　4財産犯の保護法益に関する判例など
〈重要判例〉
窃盗罪の保護法益：最高裁判所平成 1年 7月 7日決定
〈判断基準と考え方〉
1本条の趣旨　　2財産犯の保護法益　　3判例の立場　　4中間説
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